
使ってみませんか？

山口県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会・地域連絡会議

ジェネリック医薬品

家計にやさしいお薬です

お問い合わせ

ジェネリック医薬品って最近
よく耳にしますがそもそも

「ジェネリック」って
何でしょうか？
そんな疑問にお答えします！

先発医薬品によっては、ジェネリック
医薬品が発売されていないものもありま
す。

病気や体質によっては、医師の判断に
より先発医薬品からジェネリック医薬品
に変更できないことがあります。

医療機関や薬局により、取り扱ってい
るジェネリック医薬品が異なります。

薬局に在庫がないとき、お薬を用意す
るのに時間がかかることがあります。

ジェネリック医薬品については、
かかりつけの

医師・薬剤師に
ご相談ください。

山口県健康福祉部薬務課（麻薬毒劇物班）
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ジェネリック
医薬品を

選択

薬剤師さんから
説明を受ける

病院・診療所で
処方せんをもら
う

製剤技術の進歩により味やにおい、大き
さを改良し、より飲みやすいものにしたり、
安全性を向上し、より扱いやすいものに
するなど独自の工夫を加えた製品もあり、
外観等が先発医薬品と異なる場合があります。

見た目は
違っても

１つの先発医薬品に対し、たくさんのジェネリック医薬品
が発売されていることもあるので、その中から自分に合った
お薬を選ぶことができます。
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ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先に
開発された薬(先発医薬品)の特許が切れた後に、
他メーカーが同じ成分・同じ効き目として申
請し、国が承認した薬です。

ジェネリック医薬品は、厚生労働省が
先発医薬品と同等と認めた医薬品です

ジェネリック医薬品の安全性、有効性は、
同じ有効成分を持つ先発医薬品が医療現場で
長年使用されており、十分確認されております。
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ジェネリック医薬品
※薬機法による品質基準

ジェネリック
医薬品（後発医薬品）

先発医薬品

特許期間
20～25年

特許出願 特許期間終了

また、品質は、製造する工場に対して、
都道府県が定期的に査察を行い、医薬品の
製造管理及び品質管理に関する基準に適合
していることを確認しています。

先発医薬品の開発には、15～20年もの
年月と200～300億円以上もの投資が必要
だといわれています。
それに対して、ジェネリック医薬品の開

発期間は約3～5年。
開発に必要な期間や経費を大幅に抑えら

れるため、ジェネリック医薬品の薬代は一
定のルールにより安く設定され、先発医薬
品の約２～７割の価格になるのです。

価格

その他諸経費

開発費

製造経費

その他諸経費

開発費

製造経費

ジェネリック
医薬品

先発医薬品

生活習慣病のように長い間飲み続ける場合な
どは、薬代の大幅な削減につながります。

自己負担分を除いた薬代は、公的な医療保
険や税金から支払われています。

ジェネリック医薬品の使用による薬代の
削減によって保険料や税金の負担を減らす
ことができます。

※薬機法（旧薬事法）
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律」の略

75.5 % 77.7 % 79.8 % 80.3 % 82.3 %

H30.3 H30.9 H31.3 R1.9 R2.3


